
 

 

 

 

 

 

 

再加熱キャビネットの導入 
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１ 件 名   再加熱キャビネットの導入 

 

２ 納入場所  千代田区九段南一丁目６－１２ 

国家公務員共済組合連合会 九段坂病院 地下１階 厨房内 

         

３ 納入期限  令和７年３月３０日まで 

        （実際の導入にあたっては、病院担当者と協議の上行うこと。） 

 

４ 仕様 

（１）  既存の機器（ガステーブル２台、フライヤー２台、作業台１台）を撤去し、

ガステーブル据付のガス配管も、再加熱キャビネット設置の支障とならな

いよう撤去すること。 

 また、新たに機器を入れた際に発生する隙間等はステンレス製の作業台、

隙間板等で適切に処理する事。 

 既存の機器の配置は別紙１-撤去図２のとおりである。 

 

（２）  撤去した機器とその他廃棄物については、地下 1 階（階上げは発生しな

い）の廃棄物置き場に置くこと。 

 

（３）  本仕様の条件を満たすために、製品以外にも材料及び作業費が必要にな

る場合は、その調達及び諸費用も含むこと。 

 

（４）  対応する食数は再加熱キャビネット全て合わせて毎食１６０食以上であ

ること。 

 

（５）  再加熱キャビネットの配置については別紙２のとおりとし、扉の開閉方

向については図の矢印（↓）向きで配置すること。右開きか左開きかについ

ては別途協議するものとする。 

 

（６）  別紙２-図２に記した、2 台横並びの①及び②の再加熱キャビネットにつ

いては、4(4)で指定した対応可能食数を満たし、且つ横幅 1800ｍｍ以内で

あれば、1台の再加熱キャビネットとしてもよい。 

 

（７）  電源確保、給水引込、排水溝設置等の付帯工事は本仕様に含まないものと

する。 

 



（８）  撤去及び設置作業等は夜間に行い、厨房の運用に支障をきたすことの無

いよう配慮する。 

※時間帯については別途協議するものとする。 

 

５ サポート体制 

（１）  修理受付が 24時間 365 日対応可能なこと。 

 

（２）  平日は原則、即日訪問できること。 

 

６ 保守 

  参考として、年間保守費の見積を提出すること 

  ※参加申込書提出時に持参すること。 

 

７ 支払い方法  

     履行確認後、当月末締め翌月 25 日支払いとする。 

 

８ 疑義・協議 

     本仕様に定めが無い事項又は本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、病院 

     担当者と協議の上で決定することとする。 

 


